
○ 太田市外 三町広域 清掃組合 ク リ ー  

ン プラザ の 設置及び 管理に関 する  

条 例 施行規 則  

 

令 和 ３ 年 ３ 月 ２ ９ 日            

規 則 第 ４ 号            

 

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、 太 田 市 外 三 町 広 域 清 掃 組 合 ク リ ー ン プ ラ ザ の 設

置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 （ 令 和 ２ 年 条 例 第 １ 号 ） の 施 行 に つ い て 、

必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 搬 入 時 間 ）  

第 ２ 条  太 田 市 外 三 町 広 域 清 掃 組 合 ク リ ー ン プ ラ ザ （ 以 下 「 ク リ ー ン

プ ラ ザ 」 と い う 。 ） の 搬 入 時 間 は 、 次 の と お り と す る 。  

 ⑴  月 曜 日 か ら 金 曜 日 ま で  午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 正 午 ま で 及 び 午 後

１ 時 か ら 午 後 ４ 時 ４ ５ 分 ま で  

 ⑵  土 曜 日  午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 正 午 ま で  

２  管 理 者 は 、 特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 前 項 の 搬 入 時 間 を 変

更 す る こ と が で き る 。  

 （ 休 所 日 ）  

第 ３ 条  ク リ ー ン プ ラ ザ の 休 所 日 は 、 次 の と お り と す る 。  

 ⑴  日 曜 日  

 ⑵  国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 １ ７ ８ 号 ） に 規 定  

す る 休 日  

 ⑶  年 末 年 始 （ １ ２ 月 ２ ９ 日 か ら 翌 年 １ 月 ３ 日 ま で ）  

２  管 理 者 は 、 特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 前 項 の 休 所 日 を 変 更

し 、 又 は 臨 時 に 休 所 す る こ と が で き る 。  

 （ そ の 他 ）  

第 ４ 条  こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 管 理 者 が 別 に 定 め る 。  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


